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陸前高田市企画部協働推進室 

(災害対策本部：学校給食センター) 

平成 23 年 4 月 3 日 

 

２回目の無料ガソリン供給を実施 
 
１ 簡易ガソリン交付所設置と給油券配布について 
 前回（３月２７日～２９日）に続き、一般市民を対象としたガソリン供給を実施するため、市
内１１地区コミュニティ推進協議会を通じて、２，０００台分の給油券（１台当たり２０ℓ）を
配布します。給油券には、指定日時、場所などが記入されていますので、確認のうえ指定の簡易
ガソリン交付所（仮設ミニＳＳ）で給油してください。 
 また、他地区から避難している世帯、配布されていない世帯の人は、最寄りの地区コミュニテ
ィセンター、または地区本部にその旨を申し出てください。 
 なお、第３回目は日程が決まり次第お知らせしますので、ご理解、ご協力をお願いします。 
２ 給油券配布予定期間 
 ４月４日（月）～８日（金） 
３ 簡易ガソリン交付所設置日程 

⑴ 期間 ４月９日（土）～１１日（月） 
▽設置場所など 

⑵ 各地区の申し出先 
      生出コミセン、矢作地区本部（矢作コミセン）、下矢作地区本部（下矢作コミセン）、横田

地区本部（横田コミセン）、竹駒地区本部（竹駒コミセン）、高田地区本部（第一中学校）、
米崎地区本部（米崎コミセン）、小友地区本部（門前公民館）、広田地区本部（広田小学校）
内の各地区コミュニティ推進協議会事務局まで。 

◆岩手弁護士会主催の無料相談を実施 
岩手弁護士会では、被災者の生活を守り、不安を軽減するため次のとおり無料相談会を開催し

ます。 

１ 無料相談 

▽日  時 ４月１０日（日）午前１０時から午後４時 

▽場  所 第一中学校（２階１年Ａ組教室）、米崎小学校（１階１年Ａ組教室）、広田小学 

     校（２階５・６年生サブルーム） 

▽相談内容 家・車などの保険、ローンの支払い、法的援助の説明、事業者の損害賠償など 

▽受け付け 当日会場で先着順に相談を受け付けます。 

２ 電話相談 

設置場所 設置時間 給油を受ける地区 
竹駒神社社務所前駐車場
（竹駒町）※旧アッカス横田か

ら変更になりました 

①午前（ ９：００～１１：００） 生出、矢作、下矢作、 
横田、竹駒の各地区の世帯
など ②午後（１４：００～１６：００） 

陸前高田ドライビングスク
ール（竹駒町地内） 

①午前（ ９：００～１１：００） 
高田の各地区の世帯など 

②午後（１４：００～１６：００） 

旧長谷川ゴルフガーデン
（米崎町地内） 

①午前（ ９：００～１１：００） 米崎、小友の各地区の世帯
など ②午後（１４：００～１６：００） 

長部小学校（気仙町地内） 
①午前（ ９：００～１１：００） 気仙、長部の各地区の世帯

など ②午後（１４：００～１６：００） 

広田小学校（広田町地内） 
①午前（ ９：００～１１：００） 

広田地区の世帯など 
②午後（１４：００～１６：００） 

裏面もご覧ください 



 

▽受付時間 月曜から金曜の午後１時から４時 

▽電話番号 ０１９－６０４－７３３３、０１９－６５１－０３５１ 

詳しくは、上記電話相談窓口まで。 

 

◆戸籍謄抄本を４月５日（火）から発行 
市役所で保管していた戸籍が大津波で流失したため、被災後戸籍謄抄本の発行ができませんで

したが、平成２２年９月１１日現在の証明となる戸籍謄抄本を４月５日（火）から発行します。 

なお、最新の戸籍発行はもうしばらくお待ちください。 

 

◆気仙沼信用金庫の臨時窓口開設について 

 気仙沼信用金庫では、次の日程で臨時窓口を開設しますので利用してください。 

▽日時・場所 

日時 場所 

４月 ４日（月）午前１０時～正午 米崎小学校 

４月 ５日（火）午前１０時～正午 第一中学校 

４月 ６日（水）午前１０時～正午 長部小学校 

４月 ７日（木）午前１０時～正午 米崎小学校 

４月 ８日（金）午前１０時～正午 第一中学校 

４月１１日（月）午前１０時～正午 長部小学校 

※開設時間帯は、変更する場合があります。 

▽持参するもの ①通帳、②届出印、③写真付きの証明書（運転免許証など） 

※①、②がなくても③があれば手続きできます。 

▽取引内容 １日１人１０万円まで払い戻しが可能です。（通帳・カードの紛失手続きはできま 

せん） 

※通帳・カードの紛失手続きは、フリーダイヤル（電話０１２０－７９３－７１４）まで。 

 詳しくは、気仙沼信用金庫南支店（電話０２２６－２３－６３３０）まで。 

 

 ※広報りくぜんたかた臨時号を毎日発行しておりますが、各避難所では、広報を表
裏とも掲示するなど配慮願います。また、個別住宅に避難している人は、毎日最寄
りの避難所または地区本部に出かけるなどして、情報収集をお願いします。 

表面もご覧ください 


